
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年６月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１０月１８日 ０６時１１分ごろ 

発生場所 愛媛県宇和島市須
す

下
げ

埼北西方沖 

須下埼灯台から真方位０１７°１,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０５.１′ 東経１３２°２５.１′） 

事故の概要 漁船第三十三浩
こう

洋
よう

丸は、南南東進中、また、漁船第二十八天神
てんじん

丸

は、えい
．．

網しながら西北西進中、両船が衝突した。 

第二十八天神丸は、乗組員が負傷し、両舷船尾部外板の破口等を生

じ、また、第三十三浩洋丸は、船首部船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和５年１０月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三十三浩洋丸、１９トン 

ＥＨ２－８８１３（漁船登録番号）、一般社団法人愛媛県漁船

リース協会 

   ２２.８０ｍ（Lr）×４.４０ｍ×１.５３ｍ、ＦＲＰ 

  ディーゼル機関、８４６kＷ（動力漁船登録票による）、令和元

年９月８日 

Ｂ 漁船 第二十八天神丸、４.９トン 

ＥＨ３－８７１０８（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.２０ｍ（Lr）×３.４７ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

  ディーゼル機関、４８kＷ（動力漁船登録票による）、平成１８

年５月１１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ３６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２５年７月１６日 

免許証交付日 令和５年８月３０日 

           （令和１０年１１月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ４７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年８月１０日 

免許証交付日 令和５年４月１９日 
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           （令和１０年８月９日まで有効） 

死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（乗組員） 

 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷及び破口、プロペラ及び舵に曲損 

Ｂ 両舷船尾部外板に破口、櫓
やぐら

及びネットローラーに脱落、機関に

濡損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時１６分（宇和島） 

 事故の経過 Ａ船は、巻き網漁船団に属する灯船で、船長ほか１人が乗り組み、

令和５年１０月１７日１６時３０分ごろ、愛媛県愛南
あいなん

町の係留地を出

航し、愛媛県伊方
い か た

町佐田岬半島南方沖で操業を行った。 

 Ａ船は、漁を終え、１８日０５時２０分ごろ、網船の乗組員６人を

移乗させ、１海里（Ｍ）レンジとしたレーダー１台及びＧＰＳプロッ

ターを作動させ、法定灯火を表示して、係留地に向け僚船と共に帰航

を開始した。 

船長Ａは、帰航を開始した頃から、椅子に腰を掛けた姿勢で、眠気

覚ましを兼ねて、右手でスマートフォンを持って動画の視聴を始め

た。 

船長Ａは、宇和島市竹ヶ島
た け がし ま

西方沖で、左手で操舵用リモコンダイヤ

ルを操作してＧＰＳプロッターの針路線を見ながら針路を須下埼の東

方に向け、約２４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南

南東進中、０６時１１分ごろ、動画の視聴を続けていたところ、バリ

バリという音を聞くとともに、衝撃を感じた。 

船長Ａは、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突したことに気

付き、Ｂ船から船長Ｂと乗組員（以下「乗組員Ｂ」という。）をＡ船

に移乗させ、０６時１５分ごろ、１１８番通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び乗組員Ｂが乗り組み、小型機船底引き網漁の目

的で、０４時４５分ごろ、１.５Ｍレンジとしたレーダーを作動さ

せ、法定灯火を表示して、宇和島市津島町田之浜
た の は ま

の係留地を出航し

た。 

Ｂ船は、須下埼の東北東方約２Ｍ沖で投網し、えい
．．

網を開始して南

進した後右転して、須下埼北方約０.８Ｍ沖に針路を向け自動操舵で

約２kn の速力で、西北西進した。 

船長Ｂは、船橋内右舷側の台の上に腰を掛けた姿勢で、目視によ

り、針路を南南東に向けたＡ船の青色の船体を右舷船首方の竹ヶ島西

方沖に認めたが、ふだんから操業中のＢ船を他船が避けていたので、

いずれ同様に避けてくれるものと思い、えい
．．

網を続けた。  

船長Ｂは、Ａ船が知っている会社の船であったので須下埼の東方を

通って帰航すると思い、近づいてきたら手を上げるつもりでいたとこ
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ろ、Ａ船が至近に迫ってきて危険を感じ、船橋を飛び出し、船橋前に

座っていた乗組員ＢにＡ船の接近を大声で知らせて間もなくＢ船とＡ

船とが衝突したのを認めた。 

乗組員Ｂは、衝突の衝撃で船橋前のいけすに臀
でん

部から落ちて右第５

肋骨骨折を負った。 

Ｂ船は、衝突後、左舷側に傾いて転覆した後、Ａ船の僚船により係

留地までえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 船長Ａの操船姿勢、写真２ 

Ａ船、写真３ Ｂ船 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、竹ヶ島西方沖で針路を定めた際、本事故発生場所付近

は、ふだん、他船を見かけない時間帯であったので、前路に他船はい

ないものと思っていた。 

Ａ船は、２台のレーダーが設置されていたが、船長Ａは、空が明る

くなり始めていたので、１台のレーダーしか作動させておらず、レー

ダーのレンジも切り替えて使用していなかった。 

Ｂ船は、本事故時、水深約７０～８０ｍの水域において、直径約９

㎜、長さ約３００ｍの鋼製ワイヤーに直径約２０㎜、長さ約７０ｍの

化繊の綱をつなぎ、網の入口を広げる約２７ｍの張り竿
ざお

を取り付けた

長さ約３０ｍの底引き網をえい
．．

網していた。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

  

 

              

 

図１ Ｂ船の漁具 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、須下埼北西方沖を南南東進中、船長Ａが、前路に他船はい

ないと思い、スマートフォンの動画を視聴しながら航行を続けたこと

から、Ｂ船に接近していることに気付かず、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

 船長Ａは、本事故発生場所付近は、ふだん、他船を見掛けない時間

帯であったことから、前路に他船はいないと思っていたものと考えら

れる。 

網 

約 30ｍ 

綱 

約 70ｍ 

ワイヤー約 300ｍ 

 (ネットローラー巻込分含む) 

張り竿 

約 27ｍ 
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 Ｂ船は、須下埼北西方沖をえい
．．

網しながら西北西進中、船長Ｂが、

右舷船首方から接近してくるＡ船が操業中のＢ船を避けてくれるもの

と思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

船長Ｂは、ふだんから操業中のＢ船を他船が避けていたことから、

Ａ船がいずれ同様に避けてくれると思い、同じ針路及び速力で航行を

続けていたものと考えられる。 

原因  本事故は、日出前の薄明時、須下埼北西方沖において、Ａ船が南南

東進中、Ｂ船がえい
．．

網しながら西北西進中、船長Ａが、前路に他船は

いないと思い、スマートフォンの動画を視聴しながら航行を続け、ま

た、船長Ｂが、右舷船首方から接近してくるＡ船が操業中のＢ船を避

けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中は操船に専念し、日頃船舶を見掛けない水域でも

進路上に他船がいないと思わず、常時、レーダーを活用し、周囲

の適切な見張りを行うこと。 

 ・船長は、操業中であっても常時適切な見張りを行い、接近する他

船があるときは、接近する他船が操業中の自船を避けてくれると

思わず、余裕のある時機に注意喚起を行い、必要に応じて自船を

移動させるなど、衝突を避けるための措置を採ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

竹ヶ島 

事故発生場所 

（令和５年１０月１８日 

０６時１１分ごろ発生） 

須下埼灯台 

佐田岬 

Ａ船 

操業終了場所

Ｂ船 

Ｂ船出港地 

Ａ船 

大分県 

愛媛県 

06:07:49 

06:08:49 

06:10:49 

06:09:49 

06:11:19 

須下埼 

宇和島市

津島町 

田之浜 
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写真１ 船長Ａの操船姿勢 

 
 

 

写真２ Ａ船 

 
 

 

写真３ Ｂ船 

 

 

 

スマートフォン 

操舵用リモコン

ダイヤル 
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付表１ Ａ船のＧＰＳプロッター記録（抜粋） 

  （プロットの間隔は１５～１６秒） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 推 算 値 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

対地針路※ 

（°） 

速  力※ 

（kn） 

06:07:18 33-06-23.8 132-23-59.3 154.5° 24.0 

06:07:34 33-06-17.9 132-24-02.1 157.5° 24.7 

06:07:49 33-06-12.6 132-24-05.5 150.9° 24.0 

06:08:04 33-06-07.7 132-24-09.8 143.5° 24.0 

06:08:19 33-06-02.7 132-24-14.1 143,5° 24.0 

06:08:34 33-05-57.8 132-24-18.2 145.0° 24.0 

06:08:49 33-05-52.8 132-24-22.5 145.2° 24.0 

06:09:04 33-05-48.0 132-24-26.9 143.0° 24.0 

06:09:19 33-05-43.1 132-24-31.1 143,5° 24.0 

06:09:34 33-05-38.1 132-24-35.5 143.7° 24.0 

06:09:49 33-05-33.1 132-24-39.7 144.7° 24.0 

06:10:04 33-05-28.1 132-24-43.9 145.5° 24.0 

06:10:19 33-05-23.0 132-24-48.0 144.7° 24.0 

06:10:34 33-05-17.9 132-24-52.1 146.1° 24.0 

06:10:49 33-05-13.0 132-24-56.6 142.4° 24.0 

06:11:04 33-05-07.9 132-25-00.7 146.1° 24.0 

06:11:19 33-05-02.8 132-25-04.9 145.5° 24.0 

06:13:02 33-04-59.7 132-25-07.4 143.8°  

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び速力は、時

刻及び船位から推算した値である。 


